
   越前市地域自治振興事業交付金算定基準要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、越前市地域自治振興条例施行規則（平成１７年越前市規則

第５号。以下「規則」という。）第１０条に規定する地域自治振興事業交付

金（以下「交付金」という。）の算定に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

(1) 町内会数及び地区面積  別表第１の左欄に掲げる地区ごとに同表の中欄

に掲げる町内会数及び右欄に掲げる地区面積をいう。 

(2) 地区人口  地区における毎年２月１日現在の人口（住民基本台帳法（昭

和４２年法律第８１号）第６条第１項に規定する本市の住民基本台帳に記

録されている個人の数）をいう。 

(3) 市人口  市における毎年２月１日現在の人口（住民基本台帳法第６条第

１項に規定する本市の住民基本台帳に記録されている個人の数）をいう。 

（地域自治振興事業） 

第３条 規則第５条第１項第 1 号に規定する基礎事業は、別表第２による。 

２ 規則第５条第 1 項第２号に規定する協働事業は、別表第３による。 

３ 規則第５条第１項第３号に規定する特別事業は、別表第４による。 

（交付金の算出基準） 

第４条 規則第１２条第２項に規定する交付金限度額の算定基準は、次の各

号に掲げる交付金の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

(1) 基礎事業交付金 別表第２中欄に掲げる事業内容に応じて、それぞれ

同表右欄に掲げる方法により算出した額（１，０００円未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てた額とする。）の合算額 

(2) 協働事業交付金 規則第１０条第３項に規定する予算額から前号と次

号で規定する額の合算額を減じた額を総額とし、次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める額（１，０００円未満の端数が生じたときは、これを



切り捨てた額とする。）の合算額とする。 

ア  均等割額 協働事業交付金の総額の３０パーセントを地区数で除し

て得た額 

イ  人口割額 協働事業交付金の総額の６０パーセントを市人口で除し

て得た額に、当該地区人口を乗じて得た額 

ウ  面積割額 協働事業交付金の総額の１０パーセントを別表第１に規

定する地区面積の合計で除して得た額に、当該地区面積を乗じて得た

額 

(3) 特別事業交付金 交付金の総額（規則第１４条第２項の規定により交

付年度を変更して交付することとした額を除く。）の５パ－セント以下

の額  

 （特別事業交付金の額の決定） 

第５条 特別事業交付金の額の決定は、市長が別に定める審査基準に基づき、当

該特別事業の内容を審査して行う。 

２ 前項の場合において、市長は、審査を行うに当たって必要があると認めると

きは、有識者又は当該審査に係る関係者の説明を求め、又は意見を聴くもの

とする。 

（交付限度額） 

第６条 市長は、第４条第１号及び第２号の各号において算出された額の合算額

（基礎事業交付金と協働事業交付金限度額）と同条第３号において算出した

額（特別事業交付金限度額）をそれぞれ限度とし、当該限度額を合算した額

の範囲内において交付金を交付する。 

（繰越金の対応） 

第７条 規則第６条第２項ただし書の規定による繰越をしたときは、当該繰越金

相当額を、規則第１０条第２項に規定する事業費総額から除外する。 

（交付時期の例外） 

第８条 規則第１６条第１項ただし書に規定する事業は、別表第２に掲げる狭隘

道路除雪事業とする。 

 



   附  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附  則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この要綱による改正後の越前市地域自治振興事業交付金算定基準要綱第２条

第２号及び第３号の規定は、平成２５年度以後の地域自治振興事業交付金の

算定について適用し、平成２４年度以前の地域自治振興事業交付金の算定に

ついては、なお従前の例による。 

   附  則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

地 区 町内会数 地区面積（平方キロメ－トル） 

東地区 ２０ ２．００ 

西地区 ２１ ２．６８ 

南地区 ２３ ３．５７ 

神山地区 ６ ９．８５ 

吉野地区 １０ ７．８８ 

国高地区 １８ ７．８１ 

大虫地区 １３ １３．７４ 

坂口地区 ６ １４．６４ 

王子保地区 １４ ２７．４３ 

北日野地区 １７ １４．２９ 

北新庄地区 ７ ６．８６ 

味真野地区 ２１ ３５．８８ 

白山地区 ２１ ３８．７０ 

粟田部地区 ８ ２．９９ 

岡本地区 １４ １４．０７ 

南中山地区 １１ ７．１６ 

服間地区 ２２ ２１．２１ 

合 計 ２５２ ２３０.７６ 

 

 



別表第２（第３条、第４条関係） 

区 分 事業内容 算出方法（１地区当たり） 

基
礎
事
業 

地区自治振興会事業 

(1) 総会及び理事会の開催 

(2) 自治振興会の運営 

１，５００，０００円 

市自治連合会の事務局事業 
４，７９０，０００円×地区人口

÷市人口 

一般防犯灯電気料金補助 

自治振興会及び町内会の責

任により管理する一般防犯

灯電気料金の補助 

一般防犯灯（定額灯・契約番号０

５０に係るものであって、平成２

６年度に実施した町内防犯灯ＬＥ

Ｄ化推進事業によるリース対象の

ものを除く。）に係る交付申請年

度の前年度１１月分電気料金（交

付申請年度の前年度３月までの契

約変更による調整及び新設による

調整をするものとする。）×１２

÷２ 

狭隘道路除雪事業（Ａ路線） 

市長が別に定める基準によ

り認定を受けたＡ路線を自

治振興会の責任により除雪

する事業 

自治振興会が市の認めた業者と市

の除雪出動に連動して行うよう契

約したＡ路線の除雪について、市

が支払に採用する１時間を単位と

した除排雪単価により算出した額 

狭隘道路除雪事業（Ｂ路線） 

市長が別に定める基準によ

り認定を受けたＢ路線を自

治振興会、町内会等の責任

により除雪する事業 

Ｂ路線の道路延長（ｍ）×除雪単

価３０円×市が一斉除雪を実施し

た日数を基に市長が定める数 

社会教育講座事業 １３０，０００円＋５５０，００



社会教育の推進を目的に講

座又は講演会を開催する事

業 

０円×地区人口÷市人口 

別表第３（第３条関係） 

区 分 対 象 と な る 事 業  

協働事業 

(1) 地域の課題を解決するために市と協働して取り組む事業 

(2) 地区がこれまで実施してきた事業で地域自治振興の目的

に沿った事業 

(3) 地区住民のふれあいを目的とした創意と工夫によるソフ

ト事業 

(4) 地区の創意と工夫による拠点整備事業 

(5) 地区の伝統と歴史を受け継ぐための事業 

(6) 市全域を対象とした行事に地区が参加する事業  

別表第４（第３条関係） 

区 分 対 象 と な る 事 業  

特別事業 

(1) 地域の特性を生かす整備事業 

(2) 地域の特性を生かすソフト事業 

(3) 継続して実施している協働事業で、当年度に限り企画を拡

充して実施する事業 

 


